
上記チラシの拡大はココをクリック

①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡
した場合の相続登記（申請書様式等を公開しています。）

（租税特別措置法第84条の2の3第1項に該当する場合）
【免税期間：平成30年4月1日～平成33年（2021年）3月31日まで】

②市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登
記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指
定する土地（※1）のうち，不動産の価額（※2）が10万円以
下の土地に係る相続登記（申請書様式等を公開しています。）

（租税特別措置法第84条の2の3第2項に該当する場合）
【免税期間：平成30年11月15日（※3）～平成33年（2021年）3月31日まで】
※1 名古屋法務局が管轄する区域（愛知県）については，下記の『免税対象土地の検索』で確認する

ことができます。
※2    不動産の価額は土地の相続登記をする際の課税標準となる土地の価額です。
※3 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成30年法律第49号）の施行日

について が

される場合があります。

相続登記の登録免許税の免税措置について

※4 詳しい対象土地につきましては，各管轄登記所へお尋ね願います。
なお，市町村によっては，「固定資産評価証明書（課税通知書）」で

確認ができる場合があります。

●五十音順による検索（市町村単位）

●管轄登記所ごとによる検索（愛知県内のみ）

不動産登記部門（本局） 熱田出張所 名東出張所
春日井支局 津島支局 一宮支局 半田支局 岡崎支局
刈谷支局 豊田支局 西尾支局 豊橋支局 豊川出張所
新城支局

上記②の場合に係る （※4）
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